
＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
我が国は台風の常襲地帯であり、かつ地震多発地帯にあるため、高潮や津波による
海岸災害が頻発しています。また、海岸侵食も全国的に顕在化しています。
このため、以下の取り組みにより、海岸保全施設の整備を推進します。

１．漁港海岸事業（高潮・侵食対策）
○ 国土保全上特に重要な地域を対象に、高潮、津波、波浪及び侵食による浸水災
害を未然に防ぐため、海岸保全施設の新設又は改良を行います。

２．海岸保全施設整備連携事業＜拡充＞
○ 大規模地震や高潮のリスクが高く重要な背後地を抱える地域や、水産物の生産・
流通上重要な地域の海岸堤防等を対象に、河川事業等の他事業との連携等によ
り、津波や高潮による壊滅的な被害を回避するための対策を計画的・集中的に実
施します。

３．大規模海岸保全施設改良事業
○ 大規模地震や高潮のリスクが高く、重要な背後地を抱える地域の水門、排水機場
等を対象に、大規模改修を計画的・集中的に実施します。

４．津波対策緊急事業＜新規＞
○ 津波到達までの予想時間が短く重要な背後地を抱える地域の海岸堤防等を対
象に、津波対策を計画的・集中的に実施します。

漁港海岸事業＜公共＞
【令和３年度予算概算決定額 2,449（949）百万円】

＜対策のポイント＞
海岸法に基づき、国土の保全を目的として、高潮、津波、波浪及び侵食による被害から海岸を防護するため、海岸保全施設の整備を推進します。

＜事業目標＞
○ 大規模地震が想定されている地域等において海岸堤防等の整備を推進
○ 漁業地域の防災機能・減災対策の強化

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］水産庁防災漁村課（03-3502-5304）国 地方公共団体

補助率：２/３（１の事業）、１/２（２、３、４の事業）
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＜ポイント＞

○切迫する大規模地震が想定され、津波到達までの予想時間が短い地域において、海岸堤防等の整備により計画的・集中的に
地震・津波対策を実施し、津波からの避難時間を確保するための個別補助事業制度を創設。
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：南海トラフ地震津波避難対策特別

強化地域

海岸堤防等

津波対策緊急事業（補助事業）＜新規＞

＜現状と課題＞
○ 切迫する南海トラフ地震や首都直下地震及び

日本海溝・千島海溝型地震等の大規模地震にお
いて、それに伴う津波の到達までの予想時間が
短い地域が存在。

○ 警戒避難体制整備等のソフト対策とあわせて

避難に資するハード対策の実施が急務。

＜事業概要＞
○対象地域：大規模地震が想定され、津波到達ま
での予想時間が短く重要な背後地を抱える地域。

○事業内容：津波浸水想定や津波災害警戒区域指
定等の津波避難に資するソフト対策とあわせて、
海岸堤防等の嵩上げや耐震化、粘り強い化等のハ
ード対策を実施。

○事業実施主体：海岸管理者

○補助率：１／２等

■事業の展開イメージ

■津波到達までの予想時間が短い地域の例■東日本大震災による津波被害

事業対象施設

漁業地域の被害状況

津波による防波堤及び海岸堤防の被災

＜効果＞津波高さを抑制するとともに、津波の到達時間を遅らせ、避難時間を効果的に確保。

(津波による浸水が30分以内に発生)



海岸保全施設整備連携事業（補助事業）＜拡充＞
＜ポイント＞
○本事業は、大規模地震や高潮のリスクが高く重要な背後地を抱える地域を対象に、他事業との連携により海岸堤防等の

整備を実施し、津波・高潮対策を計画的・集中的に推進してきたところ。
○今般、本事業制度を拡充し、水産物の生産・流通上重要な地域を対象に津波・高潮対策を実施。
○漁港と海岸背後の防護区域が連携し、水産物の生産・流通機能（漁港における陸揚・荷さばき機能等と、海岸背後にお

ける保管・加工・出荷機能等）を一体的に発揮。

漁港海岸事業

＜従来の連携事業の概要＞
○事業目的

河川事業や港湾事業等の異なる
事業間の計画的連携により、津
波・高潮対策等を計画的・集中的
に推進し、早期に背後地の人命・
資産の防護を図ること

○対象地域
南海トラフ地震等の大規模地震

やゼロメートル地帯等の高潮の発
生リスクが高く、重要な背後地を
抱える地域

○事業内容
堤防・護岸等の新設又は改良

○計画期間
概ね５年以内

■事業の展開イメージ

水産物の生産・流通上重要な地域における浸水被害
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＜対策イメージ図＞

＜今回の拡充内容＞
○事業目的

漁港と海岸背後の防護区域が連携
し、水産物の生産・流通機能を一体
的に発揮することを新たに追加

○対象地域
以下、(１)又は(２)の地域を新た

に追加
(１)水産物の集出荷の拠点（流通拠
点）となる漁港を核とした地域

(２)漁船漁業や増養殖生産の拠点と
なる漁港を核とした地域

海岸保全施設整備により、水産関連施設等を防護
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海岸堤防等の防災・減災対策＜公共＞
【令和２年度第３次補正予算額 600百万円】

＜対策のポイント＞
切迫性の高い大規模地震・津波災害や気候変動に伴い激甚化・頻発化する高潮・高波による浸水被害から国民の生命・財産を守り、国土強靱化を推進

するため、災害リスクの高い地域における事前防災対策を加速化します
＜事業目標＞
○ 大規模地震が想定されている地域等において海岸堤防等の整備を推進
○ 漁業地域の防災機能・減災対策の強化

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

南海トラフ地震等の大規模地震による津波やゼロ
メートル地帯の高潮・高波などの災害リスクの高い地域
のうち、重要な背後地を抱える地域において、堤防・護
岸等の新設・改良等を実施・支援します。

＜対象事業＞
漁港海岸事業（補助）

＜事業の流れ＞

都道府県、市町村
2/3、1/2

［お問い合わせ先］水産庁防災漁村課（03-3502-5304）

国

○今後30年以内の大規模地震の発生確率
切迫する大規模地震・津波災害への対応

太平洋沿岸を中心に、全国的に地震発生確率が高く、特に南海
トラフ地震ではM8～M9程度の大規模地震の発生確率が70～
80%程度となっている状況。

○海岸保全施設整備による地震・津波対策

色丹沖及び択捉島
（M7.7~8.5前後）

60%程度
根室沖

（M7.7~8.5程度）
80%程度

青森県東方沖及び岩手県沖
北部（M7.0~7.5前後）

90%以上
宮城県沖（M7.0~7.5程度）

90%程度

茨城県沖（M7.0~7.5前後）
80%程度

相模トラフ沿い
（M6.7~7.3）
70%程度

南海 トラフ
（M8~9クラス）
70~80%

安芸灘~伊予灘~豊後
水道のプレート内地震
（M6.7~7.4）
40%程度

佐渡島北方沖の地震
（M7.8 程度）

3~6%

秋田県沖の地震（M7.5程度）
3%程度以下

日本海溝寄りのプレート間地震
（津波地震等）（Mt8.6~9.0前後）

30%程度

堤防の地盤改良による耐震対策防潮堤整備による津波対策

激甚化・頻発化する高潮・高波災害への対応
○近年襲来した高潮・高波被害を伴った大型台風
令和元年台風第19
号では、全国各地で過
去最大風速・最高潮位
を記録するなど、東日本
の広範囲で浸水被害が
発生。

○海岸保全施設整備による高潮・高波対策

面的防護（離岸堤整備）による
高潮・高波対策

護岸の嵩上げ改良による
高潮・高波対策

令和元年台風第19号による浸水被害

嵩上げ後

嵩上げ前

令和２年台風第10号による護岸の倒壊(出典：地震調査研究推進本部事務局公表資料を元に作成）

令和２年台風第10
号では、九州各地で観
測史上１位の最大瞬
間風速を記録するなど、
南西諸島や九州を中心
に暴風、高潮、高波被
害が発生。



農山漁村地域整備交付金＜公共＞
【令和３年度予算概算決定額 80,725（94,275）百万円】

＜対策のポイント＞
地方の裁量によって実施する農林水産業の基盤整備や農山漁村の防災・減災対策を支援します。

＜事業目標＞
○ 担い手が利用する面積が全農地面積の８割となるよう農地集積を推進［令和５年度まで］
○ 木材供給が可能となる育成林の資源量が20.7億m3に増加するよう林道等の路網整備を推進［令和５年度まで］
○ 大規模地震が想定されている地域等において海岸堤防等の整備を推進

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．都道府県又は市町村は、地域の実情に応じて農山漁村地域整備の目
標等を記載した農山漁村地域整備計画を策定し、これに基づき事業を実
施します。

２．農業農村、森林、水産の各分野において、農山漁村地域の生産現場
の強化や防災力の向上のための事業を選択して実施することができます。
① 農業農村分野：農地整備、農業用用排水施設整備、

海岸保全施設整備等
② 森 林 分 野：予防治山、路網整備等
③ 水 産 分 野：漁港漁場整備、漁村環境整備、

海岸保全施設整備等

３．都道府県又は市町村は、自らの裁量により地区ごとに配分できます。
また、都道府県の裁量で地区間の融通が可能です。

＜事業の流れ＞

国
都道府県

都道府県、市町村

市町村等

交付

交付交付（1/2等）

［お問い合わせ先］
（農業農村分野に関すること）農村振興局地域整備課（03-6744-2200）
（森林分野に関すること） 林野庁計画課 （03-3501-3842）
（水産分野に関すること） 水産庁防災漁村課 （03-6744-2392）

交付金を活用した事業の実施例

【農業農村基盤整備】 【水産基盤整備】

【海岸保全施設整備】【森林基盤整備】

ほ場整備による農業生産性の向
上と秩序ある土地利用の推進

老朽化した用水路の整備・更新

津波・高潮対策としての水門整備津波、高潮による被害を未然に
防ぐため海岸堤防の整備を推進

漁村における津波避難対策
（避難地、避難路の整備）

漁業作業の効率化と安全対策の
ための漁港整備（岸壁改良）

林道等の整備により効率的な
間伐材等の搬出を実現

治山施設による山地災害の未然
防止



農山漁村地域整備交付金（海岸事業の復興事業）
【令和３年度予算概算決定額 1,035（18,108）百万円】

＜対策のポイント＞
東日本大震災で被害を受けた地域において、被災地域の復興に不可欠な堤防、護岸、胸壁、陸閘、水門等の海岸保全施設の整備を推進します。

＜政策目標＞
○大規模地震が想定されている地域等において海岸堤防等の整備を推進

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

［お問い合わせ先］
制度全般に関すること 農村振興局地域整備課（03－6744－2200）
事業全般に関すること 農村振興局防災課（03－6744－2199）

水産庁防災漁村課（03－3502－5304）

国 県、市町村

交付（1/2等）

＜事業の流れ＞

１．東日本大震災の被災地において、地方公共団体が策定した、農山漁村
地域整備計画に基づき、海岸保全施設の整備を行い、農山漁村地域の
防災力の向上を図ります。また、これらと一体となって事業効果を高めるため
に必要な効果促進事業を実施することができます。

実施地域：岩手、宮城、福島、茨城、千葉

２．国から県又は市町村に交付金を交付し、県及び市町村は自らの裁量に
より地区ごとに配分できます。また、県及び市町村の裁量で地区間の融通
が可能です。

【東日本大震災被害状況】 【東日本大震災からの復興状況】

東日本大震災の被災地において、津波・高潮等から人命・財産等を守るため、
海岸保全施設の整備を行い、被災地における災害に強い地域づくりを推進する。



漁港関係等災害復旧事業＜公共＞

＜対策のポイント＞
台風、地震等により被災した漁港や海岸等を早期に復旧するため、災害復旧事業を実施します。

＜事業目標＞
○ 地域住民の生活の安定と水産物の安定供給体制の速やかな復旧

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．漁港、海岸等の災害復旧事業 1,120（1,111）百万円
○ 台風、地震等により被災した漁港や海岸等の災害復旧を実施します。

［補助対象、事業実施主体］国、都道府県、市町村等
［国費率（基本）］事業費の10/10、４/５、２/３、6.5/10

２．漁港、海岸等の災害関連事業 27（22）百万円
○ 漁港や海岸等の災害復旧事業と併せて再度災害の防止のため、構造物の強化を
実施します。
また、海岸に漂着した流木等の緊急的な処理等を行う災害関連事業を実施しま

す。

［補助対象、事業実施主体］都道府県、市町村等
［国費率（基本）］事業費の５/10

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］水産庁防災漁村課 （03-3502-5638）

１．漁港、海岸等の災害復旧事業
防波堤の損壊（令和２年台風第10号）

２．漁港、海岸等の災害関連事業（災害関連
緊急大規模漂着流木等処理対策事業）
海岸漂着流木（令和２年７月豪雨）

岸壁・物揚場

集落排水施設
（終末処理施設）

集落排水施設
（排水管路施設）

国

都道府県

都道府県

市町村等

2/3、5/10等

※ この他、一部を直轄でも実施

【令和３年度予算概算決定額 1,147（1,133）百万円】
（令和２年度補正予算額 4,688百万円）

（１、２の事業）

（１、２の事業）
2/3、5/10等
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